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意見書 

 

 

令和２年９月 18 日付け大総務第 72 号により報告のありました大阪シティバス株式会社

（以下「本件団体」といいます。）に係る中期計画（以下「本件計画」といいます。）の内容

について、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱（以下「要綱」

といいます。）第 13条第９項の規定に基づき、次のとおり意見を述べます。 

 

記 

 

報告のあった本件計画の内容については、本市の中期目標において本件団体が行うべき

事業経営の内容としている「民営化時に引き継いだ乗合バスの路線、運行回数、運賃の水準

の維持」のために本件団体が行う事業経営の具体的な内容として掲げられているのは、①大

阪市から引き継いだ路線･サービスの維持向上、②安全運転のための取組、③新たな移動需

要の掘り起こしや新規事業への取組の検討･実施とされているのみであり、中期目標の内容

を実現するためにどのような指標による目標を設定し、当該目標をどのようにして達成し

ていくのかについての具体的な事業経営の内容及び各事業年度の目標が盛り込まれておら

ず、要綱第 13条の規定による中期計画作成の趣旨にのっとったものとは認められないので、

妥当なものとはいえない。 

また、現時点において新型コロナウイルス感染症の収束時期及び各事業に与える影響を

予測することが非常に困難な状況にあるとしても、大阪市高速電気軌道株式会社の連結子

会社として第３四半期末にあたる令和２年 12 月末以降、期末決算に向けて新型コロナウイ

ルス感染症の収束時期に関する一定の仮定に基づき見込みを立てることになると考えられ

る。 

以上のことから、現時点において要綱第 13条第６項の規定により本件計画を中期計画と

して公表することはせず、所管所属において本件団体の中期計画が同条第２項の規定の趣

旨にのっとったものとなるように、その内容について再度協議し、遅くとも令和３年３月ま

でに、当該趣旨にのっとった中期計画を作成するよう求めるべきである。 

 


